
令和２年度会計年度任用職員を募集します

※１�業務員（特定健診の受診勧奨業務など）については、令和２年７月3１日㈮までの任用となります。
※２�調理員（調理業務）、公務補（富士・鷲別保育所、しんた２１勤務）については、週２0時間の勤務で雇用保険の対象となります。
※３公務補（登別温泉公民館）については、令和３年度以降の任用はありません。

●任用期間　令和２年４月１日㈬～令和３年３月3１日㈬
　※一部、期間が短いものがあります。
●試験方法　面接試験、書類選考
●試験日　９月～１１月
●�申込方法　８月30日㈮までに人事・行政管理グループや各支所に備え付
け、または市公式ウェブサイトに掲載の申込書に必要事項を記入の上、
人事・行政管理グループに持参
※資格が必要な職種は、資格証の写しも併せて提出してください。
※一部の業務を除き、令和３年度以降も、任用する可能性があります。

　これまで嘱託員や臨時
職員として任用してきた
職種について、令和２年
度から新たに『会計年度
任用職員』として任用し
ます。

◇時給の職種（一部を除き、週20時間未満）
職種 勤務内容 時給（円） 勤務場所 人数 勤務時間など 休日 必要資格など

業務員

総合案内窓口 9１0 市役所本庁舎 3 ９時～１3時、１3時～１7時 土・日曜日
など

パソコン技能
特定健診の受診勧奨業務な
ど（※１） 9１0� 市役所本庁舎 2 ９時～１7時30分（月１4日

以内）
土・日曜日
など

事務一般、窓口・電話応対
など 9１0�

登別中央ショッピ
ングセンターアー
ニス

3 ９時～１7時30分（月１0日
程度）

土・日曜日
など

老人福祉センター 1 ９時～１7時（週２日） 月曜日など

図書館アーニス分
館 3 ９時45分～２0時のうち、

一日４時間30分 木曜日など
パソコン技能、
普通自動車免
許

保育士

延長保育 １,040� 市内保育所 8
１5時１5分～１9時１5分、１１
時30分～１9時１5分（月１4
日以内）

日曜日など

保育士

短時間保育 １,040� 市内保育所 4 ９時～１7時のうち、一日
６時間未満

土・日曜日
など

代替保育 １,040� 市内保育所 １0 ７時１5分～１9時１5分のう
ち、一日７時間以内 日曜日など

保育業務 １,040�

中央子育て支援セ
ンター 6 ９時～１7時のうち、一日

６時間未満 日曜日など

鷲別子育て支援セ
ンター 6 ９時～１7時のうち、一日

６時間未満
土・日曜日
など

しんた２１ 2
９時～１7時30分のうち、
一日５時間程度（週3日
程度）

土・日曜日
など

看護師 看護・健診業務 １,040� しんた２１ 2
９時～１7時30分のうち、
一日４時間程度（週２日
程度）

土・日曜日
など 看護師

調理員
調理業務（※２） 9１0� 市内保育所 2 ９時～１4時 土・日曜日

など
代替調理業務 9１0� 市内保育所 2 ８時45分～１6時 日曜日など

公務補 施設の維持管理業務 9１0�

富士保育所（※２） 1
１4時～１8時、１3時～１8時、
１5時～１8時、【冬期のみ】
６時１5分～７時１5分

日曜日など

鷲別保育所（※２） 1
１4時～１8時、１5時～１8時、
【冬期のみ】６時30分～
７時30分

日曜日など

市内各児童館 7 施設により異なる 日曜日など

しんた２１（※２） 1 ８時～１２時 土・日曜日
など

郷土資料館 1 ９時～１２時 休館日
登別温泉公民館
（※３） 1 ９時～１２時 休館日

技術員
障がい児などの対応業務 9１0 市内各児童クラブ 7 施設により異なる 日曜日など
スクールソーシャルワーカ
ー業務 １,040� 市内小・中学校 2 ９時～１7時30分のうち、

一日５時間以内
土・日曜日
など

介護認
定調査
員

介護認定調査業務 960� 市役所本庁舎 １１ ９時～１7時30分（月１4日
以内）

土・日曜日
など

看護師、社会
福祉士などの
医療・福祉関
係資格のいず
れか

8 ２０１9．８月号 � 職員募集のお知らせ


